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杉並区耐震改修促進計画の改定について 
 

杉並区耐震改修促進計画（案）を策定しましたので、以下のとおり報告します。 

 

１ 改定案の概要 

（１） 目的 

耐震改修促進法や東京都耐震改修促進計画が改められたこと、また近年頻発している

大規模地震や区内建築物の耐震化の進捗状況などの区を取り巻く環境の変化を踏まえ、

耐震化の更なる促進を目的として計画を改定する。 

（２） 計画期間 

令和４年度から令和７年度までとする。 

（３） 耐震化の現状と主な目標 

 現状（令和２年度末） 目標（令和７年度末） 

区内建築物 耐震化率 92.0％ 耐震性が不十分な建築物 

のおおむね解消 

住宅 耐震化率 87.4％ 耐震性が不十分な住宅 

のおおむね解消 

特定緊急輸送道路 

沿道建築物 

耐震化率 84.2％ 

（区間到達率 95％未満 6路線） 

区間到達率 95％未満の 

路線の解消 

一般緊急輸送道路 

沿道建築物 

耐震化率 90.8％（H29年度末） 耐震化率 95％ 

（４） 耐震化の取組方針 

① 所有者が行う耐震化の取組について、財政的な支援を行うとともに、相談体制の整

備や情報提供等の技術的な支援を行う。 

② 区独自の地震被害シュミレーション等により区民の防災・減災意識を高めるととも

に、耐震化の重要性や助成制度の普及啓発活動を行う。 

（５） 重点的に耐震化に取り組む建築物 

① 住宅 

・ 木造密集地域を中心とした延焼の危険性が高い地域の木造住宅への除却助成の実施 

・ マンションの管理状況届出制度を活用した耐震に関する普及啓発活動の実施 

② 特定緊急輸送道路沿道建築物 

・ 倒壊の危険性が高い建築物への耐震改修費用の加算助成や段階的改修助成の実施 

③ 一般緊急輸送道路沿道建築物 

・ 対象建築物の調査及び所有者に向けた普及啓発活動の実施 

・ 耐震診断や耐震改修を促進するための助成制度の検討 

（６） 耐震化に関連する安全対策 

① ブロック塀等の安全対策 

② 新耐震基準建築物のうち、平成 12年 5月以前に建てられた木造住宅の安全対策 

 

２ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年 １月   区民等の意見提出手続の実施 

       ３月   計画改定 



耐震化を重点的に促進する
建築物を明確にし、取組を強化

杉並区耐震改修促進計画 (案)の概要 参考資料

杉並区総合計画や東京都耐震改修促進計画など関連計画の改定、
社会経済状況の変化など、必要に応じて見直しを行う。
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住 　 宅 特定緊急輸送道路沿道建築物 一般緊急輸送道路沿道建築物

分譲マンションについては、管理状
況届出制度による内容を基に、管理
組合の状況に応じた働きかけを行う
など、普及啓発を強化する。

新耐震基準の木造住宅への安全対策支援
震度 7の地震が 2度襲った平成 28 年の熊本地震では、新耐震基準のうち昭和 56年 6月～平成 12 年 5月に
建築された木造住宅について、平成 12年 6月以降に建築されたものより高い被害率となった。
この状況を踏まえて創設した、新耐震基準の木造住宅への安全対策支援について、引き続き実施する。

平成 30年に起こった大阪府北部地震では、現行の建築基準法の仕様基準に適合していないブロック塀の倒
壊被害が生じた。
これを踏まえて創設した、倒壊の危険があるブロック塀等への安全対策支援について、引き続き実施する。

倒壊の危険があるブロック塀等への安全対策支援
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耐震性が不十分な建築物のおおむね解消
区内全建築物前回改定時から+7.4 ポイントとなっており、

耐震化は着実に進んでいるが、区民の安全安心確保のため、
耐震化をさらに加速させる必要がある。

7.4+＝→

POINT1

POINT2

特に耐震性が低い建築物は耐震改修費用
が多額になる傾向があることから、Is 値
0.3 未満の建築物に対する加算制度を継続
し、耐震化の促進を図る。

緊急輸送道路の通行機能確保のため、倒
壊の危険性が高い建築物（Is 値 0.3 未満）
について、2回目の耐震改修工事で Is 値
0.6 以上にすることを前提として、1回目
の耐震改修工事では Is 値 0.3 以上とする
段階的改修への助成制度を導入する。

POINT1

POINT2

東京都では、緊急輸送道路の通行機能に着目して通行機能シミュ
レーションを実施し、特定緊急輸送道路沿道建築物の新指標とし
て「区間到達率」及び「総合到達率」を掲げ、目標設定を行って
いる。区では、区間ごとの通行機能を評価する指標である「区間
到達率」を新指標として目標設定を行う。

建物所有者の耐震化の取組を促すた
め、対象建物の調査や所有者調査を
行い、助成制度の周知や啓発文書の
送付など、効果的な普及啓発活動を
実施する。

さらに耐震化を加速させるため、耐
震診断や耐震改修を促進するための
助成制度の検討を行う。

POINT1

POINT2

87.4％
令和２年度末
耐震化率

令和29年度末
耐震化率

令和7年度末令和7年度末 令和7年度末

住宅の耐震化は、地震による建築
物の倒壊から区民の生命と財産を
守るだけでなく、その後の速やか
な復興にもつながる。

特定緊急輸送道路は、震災後の緊急輸送や救命救急活動等を円滑に行うための道路として位置づけられた緊急
輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると指定された道路で、耐震診断実施の義務や耐震
診断結果の公表など、耐震化を強力に働きかけている。 90.8％

震災時の避難、救急消火活動、復
旧復興などを支える主要な幹線道
路で、その沿道建築物の耐震化は
喫緊の課題となっている。

耐震性が不十分な住宅の概ね解消 耐震化率 95％区間到達率 95％未満の路線の解消

令和２年度末
区間到達率
95％未満

　路線６

木造住宅密集地域を中心に、延焼の
危険性が高い地域の木造住宅に対し、
耐震改修助成の継続及び除却助成の
拡充を行う。

耐震改修促進法や東京都耐震改修促進計画（以下「都計画」という。）が改められたこと、
また近年頻発している大規模地震や区内建築物の耐震化の進捗状況などの区を取り巻く環
境の変化を踏まえ、耐震化の更なる促進を目的として、計画を改定することとする。
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第１章 計画の目的と位置付け 

＊１ 新耐震基準は建築基準法の改正により昭和 56 年 6 月 1 日から導入された基準

で、それより前の基準を一般的に旧耐震基準といい区別しています。 

この新耐震基準は、建築物の耐用年数中に何度か遭遇するような稀に発生する中規

模の地震に対しては柱や壁等の構造体を無被害にとどめ、建物の存置期間に一度は

遭遇するような極めて稀に発生する大地震に対しては、人命に危害を及ぼすような

倒壊等の被害を生じないことを目標としています。 

第１章  計画の目的と位置付け  

 

背景 

 

平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災（マグニチュード7.3）では、約25万棟の

家屋が全半壊し、約6,400人以上の方が亡くなりました。この地震による被害は、建

築基準法（昭和25年法律第201号）における新耐震基準＊1（昭和56年6月1日施行）の

適用以前に建築された建築物に集中しました。 

この教訓を踏まえて、国は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律

第123号 以下「耐震改修促進法」という。）を制定し、平成17年の法改正で、地方

公共団体においても、区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための

「耐震改修促進計画」を策定することを規定しました。 

また、東日本大震災後の平成25年には、大規模建築物等の耐震診断の義務化など、

既存建築物の耐震化を緊急に促進するための法改正が行われました。 

さらに、平成30年6月に発生した大阪府北部地震によるブロック塀等の倒壊事故を

踏まえ、平成31年１月に「耐震改修促進法施行令」等を改正し、施行令第４条の通行

障害建築物の要件に、建築物に付属する組積造の塀が追加されました。 

東京都では、平成19年に区市町村の耐震改修促進計画の指針となる「東京都耐震改

修促進計画（以下「都計画」という。）」を策定し、平成28年に改定しました。その

間、平成23年に東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例を制定

し、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断の義務化などを規定しました。 

令和２年３月には都計画を一部改定し、特定緊急輸送道路沿道建築物及び組積造に

関する新たな方針を示しました。また、令和３年３月には住宅や特定建築物等につい

て耐震化の目標や新たな取組について定めました。 

近年、平成23年の東日本大震災、平成28年４月に発生した熊本地震、平成30年6月

に発生した大阪府北部地震などの地震が頻発しており、特に熊本地震では旧耐震基準

の木造建築物の倒壊率の高さが示され、これらの建築物の耐震化の必要性が改めて認

識されました。首都直下地震の切迫性が指摘される中、杉並区内でも更なる耐震化へ

の取組が必要となっています。 

 

 

 

 



 

2 

 

第１章 計画の目的と位置付け 

１ 目的 

杉並区は、区民の生命と財産を守るため、安全で災害に強いまちを目指し、平成 20年に

杉並区耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）を策定し、区内建築物の耐震化を着実

に進めてきました。 

耐震改修促進法や東京都耐震改修促進計画が改められたこと、また近年頻発している大

規模地震や区内建築物の耐震化の進捗状況などの区を取り巻く環境の変化を踏まえ、耐震

化の更なる促進を目的として、計画を改定します。 

 

２ 位置付け 

本計画は、耐震改修促進法第６条第１項に基づいて策定するものです。 

本計画の策定にあたっては、「耐震改修促進法に基づく国の基本方針」、「東京都

耐震改修促進計画」及び「杉並区基本構想」を踏まえ、「杉並区地域防災計画」等の

関連計画との整合を図ります。 

 

■杉並区耐震改修促進計画の位置付け 
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第１章 計画の目的と位置付け 

 対象となる建築物は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）における新耐震基準 

＊１（P.1） (昭和 56年 6月 1日施行)の適用前に建築された建築物を基本とします。（た

だし国・東京都所有の建築物は除く） 

 

３ 計画の期間と見直し時期 

計画の始期は令和４年度とし、終期は都計画を踏まえ令和７年度とします。 

ただし、総合計画・実行計画や都計画などの改定状況等を踏まえ、必要に応じて計

画の見直しを行います。 

 

４ 対象区域と対象建築物 

本計画の対象区域は、区内全域 とします。 

 

 

 

 

 

５ 被害想定 

平成24年4月に東京都防災会議が公表した「首都直下地震等による東京の被害想定

報告書」（東京湾北部地震、マグニチュード7.3、冬の夕方6時、風速8ｍ／秒）による

と、杉並区における被害想定は、区内全建築物119,461棟（平成24年度末推計）のう

ち、全壊棟数は3,692棟（3.1％）、火災による焼失は23,028棟（19.8％）、建物倒壊

などによる死傷者数は5,405人となっています。 

 

■ 杉並区における被害想定（東京湾北部地震、Ｍ7.3、冬の夕方 6 時、風 8m/秒） 

種別 被害項目 結果 
 種

別 
被害項目 結果 

人的

被害 

死者 556 人  

そ

の

他 

避難者 176,369 人 

負傷者 4,849 人  避難生活者 114,640 人 

物的

被害 

建物被害 
3,692 棟 

 閉じ込めにつながり得る 

エレベーター停止台数 
167 台 

地震火災 23,028 棟  災害時要援護者死者数 354 人 

電力 25.2%  自力脱出困難者 1,062 人 

通信（不通率） 19.7%  震災廃棄物 169 万トン 

上水道（断水率） 24.9%     

下水道（被害率） 26.0%     

（出典：東京都「首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24年 4月 18 日）」） 
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第１章 計画の目的と位置付け 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

第２章  耐震化の現状と目標 

１ 区内建築物の耐震化の現状 

 

 

 

令和２年度末では、杉並区内には約12万3千棟の建築物があります。 

そのうち、地震による被害を受けやすいといわれる昭和56年5月以前に建てられた建

築物は約3万2千棟です。 

ただし、昭和56年5月以前に建てられた建築物でも、耐震改修等を行うことなどによ

り十分な耐震性を有しているものもあり、それらを含めると、耐震性があると見込ま

れる建築物の割合は、区内の建築物全体の92.0％と推計されます。 

 

■ 区内の建築物の耐震化の現状 

 

（平成 29 年土地利用現況調査及び建築確認申請を基にした令和３年 3 月末時点の推計値） 

 

  

約92.0％が耐震性を満たしていると見込まれます。 令和 2 年度末現在 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

２ 用途でみた建築物の耐震化の現状と課題 

 

用途の種類 内容 耐震改修促進法上の取扱い 

(1) 

住    宅 

 木造住宅 

マンション等 

戸建住宅や共同住宅  

木造住宅密集地域 ・整備地域 

・不燃化特区 

 

(2) 

閉塞を防ぐべき道路沿道の建築物 

 特定緊急輸送道路 

沿道建築物 

特定緊急輸送道路に接する

一定の高さを超える建築物 

法第 7 条第 1 項に定める要

安全確認計画記載建築物 

一般緊急輸送道路 

沿道建築物 

特定緊急輸送道路以外の緊

急輸送道路に接する一定高

さを超える建築物 

法第 14 条第 1 項第 3 号に

定める特定既存耐震不適格

建築物 

杉並区緊急道路障害物除

去路線沿道建築物 

杉並区地域防災計画に定め

る震災救援所及びその周辺

に至る道路に接する一定高

さを超える建築物 

 

(3) 

多数の区民が利用する建築物 

 民間特定建築物 多数の者が利用する一定規

模以上の民間建築物 

法第 14 条第 1 項第 1 号及

び第 2 号に定める建築物と

用途・規模要件が同じ全て

の建築物 

要緊急安全確認大規模建

築物 

地震に対する安全性を緊急

に確かめる必要がある大規

模な建築物 

法附則第 3 条第 1 項に定め

る建築物 

要配慮者が利用するその

他の建築物 

要配慮者が利用する一定規

模未満の民間建築物 

 

(4) 区 立 施 設 

防災上重要な施設  

多くの区民が利用する施設  

区の公共住宅  
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

（１） 住宅の耐震化の現状と課題 

地震による住宅の倒壊を防ぐことは、居住者の生命と財産を守るだけではなく、倒

壊による道路閉塞をなくし、円滑な消火活動や避難が可能となり、市街地の防災性向

上につながります。 

また、震災による住宅の損傷が軽微であれば、修復により継続して居住することが

可能であり、早期の生活再建にも効果的です。このことからも、住宅の耐震化を促進す

る必要があります。 

 

１）木造住宅・マンション等 

 

 

① これまでの取組 

・住宅の耐震化については、令和3年度末の耐震化率96％以上を目標として取り組

んできました。 

・木造住宅の耐震化に向けて、無料簡易診断や精密診断・耐震改修助成などの支援、

非木造住宅については、無料アドバイザー派遣や無料簡易診断、精密診断・補強

設計・耐震改修助成などによる支援を行ってきました。 

・住宅の所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、東京都と連携し

て、相談体制の整備や耐震改修工法の情報提供、改修事業者講習会の共催など環

境整備や技術的支援を行ってきました。 

・マンションは戸建て住宅に比べ規模が大きく、地震により倒壊した場合、道路閉

塞を引き起こすなど、周辺地域にも大きな影響が及ぶことに加え、マンション管

理組合内の合意形成の難しさからその再建には困難を伴うことが多くなります。

このため、マンションを対象にした戸別訪問やセミナーの開催等による管理組

合に対する耐震化の普及啓発や、耐震診断や耐震改修等に対して財政的支援を

行うとともに、専門家派遣による診断や改修の実施に向けた助言などにより合

意形成を支援し、耐震化を促進してきました。 

② 現状 

・住宅都市杉並においては、区内の建築物は約12万3千棟（令和２年度末推計）あ

り、そのうち約96%を住宅が占めています。戸建住宅や、アパート・マンション・

長屋など集合住宅の合計は約11万8千棟（令和２年度末推計）となっています。 

・そのうち木造住宅では86.0％、非木造住宅では94.3％が耐震性を満たしていると

見込まれます。 

 

 

 

  

約87.4％が耐震性を満たしていると見込まれます。 令和 2 年度末現在 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■住宅の耐震化の現状 

（単位：棟数（上段）、戸数（下段）） 

 住宅数 
耐震性が不十分と

見込まれる住宅 

耐震性があると 

見込まれる住宅 
耐震化率 

木造 
98,265 13,766 84,499 86.0% 

156,203 17,361 138,842 88.9% 

非木造 

（マンション等） 

20,194 1,146 19,048 94.3% 

190,551 14,500 176,051 92.4% 

合計 
118,459 14,912 103,547 87.4% 

346,754 31,861 314,893 90.8% 

（平成 29 年土地利用現況調査を基にした令和３年 3 月末時点の推計値） 

 

■ 住宅の耐震化の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 

 

第２章 耐震化の現状と目標 

 

 

住宅の耐震化率の算定方法について（参考） 

令和２年５月末に国土交通省「住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関

する研究会」において、住宅の耐震化率の算出方法が見直されました。このため、国の

新手法による算定結果についても示します。 

■ 住宅・土地統計調査を用いた住宅の耐震化の現状 

 住宅数 
耐震性が不十分と 

見込まれる住宅 

耐震性があると 

見込まれる住宅 
耐震化率 

木造 139,506 戸 11,165 戸 128,341 戸 92.0% 

非木造 

（マンション等） 
182,770 戸 12,935 戸 169,835 戸 92.9% 

合計 322,275 戸 24,389 戸 297,886 戸 92.4% 

（平成 30 年住宅・土地統計調査を基にした令和３年 3 月末時点の推計値） 

※住宅・土地統計調査のデータは表章単位未満の位で四捨五入しているため、構造別の合計値と総数は必ずしも一

致しない。 

 

 

③ 課題 

・前計画（平成28年4月策定）では、令和3年度末までに耐震化率を96％以上とす

る目標を定めていましたが、平成27年度末の耐震化率は82.7％、令和2年度末は

87.4％と推計しており、目標達成には至っていない状況です。 

・無料の簡易診断や精密診断助成、耐震改修助成を継続して行い、耐震化を促進し

ていく必要があります。 

・住宅の耐震化を進めるためには、建物所有者自らが主体的に取り組むべき問題で

あるという意識を持つことが不可欠であるため、普及啓発に力を入れるととも

に、相談体制や情報提供の充実を図り、耐震化率の向上につなげていく必要があ

ります。 

・耐震性に課題のあるマンションには、建設後の法規制の強化等により、単独での

建替えが困難なものがあるため、無料の耐震アドバイザー派遣や耐震診断助成、

耐震改修助成を継続して行い、耐震化を促進する必要があります。 

・マンションについては、耐震化を一層促進するため、マンションの管理状況に応

じた普及啓発や支援を強化し、効果的に施策を展開する必要があります。 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

２）木造住宅密集地域 

 

 

 

① これまでの取組 

・区内において木造住宅密集地域に指定されている丁目は、老朽木造建築物の建替

えが進んでいることなどから、55丁目（平成28年３月）から27丁目（令和2年3

月）と着実に減少しています。 

・東京都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域は、木造住宅密集地域を

中心とした地域の中でも、災害時に特に甚大な被害が想定されている地域であ

ることから、杉並区住宅耐震化緊急促進プログラムを策定し、令和３年度末の耐

震化率96％以上を目標として、戸別訪問を行い、耐震化の重要性の啓発や支援制

度の周知を図りながら、老朽木造建築物の除却や耐震化の支援の強化に取り組

んできました。 

・整備地域内において、木造住宅密集地域の改善を一段と加速させ、早期に防災性

の向上を図るべき重点整備地域（＝不燃化特区）については、東京都の不燃化特

区の支援制度を活用し、戸別訪問による制度周知の徹底や耐震・不燃化に向けた

意識啓発を図りながら、老朽建築物の除却や不燃化建替えの支援、専門家派遣に

よる建替え相談を行うとともに、耐震改修の支援強化に取り組んできました。 

・一部を除く整備地域を対象に、新たな防火規制1 の区域に指定し、規制誘導によ

る木造住宅密集地域の解消を図ってきました。 

 

② 現状 

・整備地域には、方南1丁目、阿佐谷北1～5丁目、阿佐谷南1～2丁目、高円寺北2

～4丁目、高円寺南3丁目と2・4丁目の一部、天沼1丁目の一部、本天沼1丁目の

一部、阿佐谷北6丁目が指定されています。 

・整備地域のうち、木造建築物では83.6％が耐震性を満たしていると見込まれます。 

・不燃化特区には、杉並第六小学校周辺地区と方南一丁目地区が指定されていま

す。 

・不燃化特区のうち木造建築物では85.4％が耐震性を満たしていると見込まれま

す。 

  

                                                      

1 新たな防火規制：東京都建築安全条例第 7 条の 3 の規定に基づく防火規制。建築物の不燃化を促進し木

造住宅密集地域の再生産を防止するために災害時の危険性の高い地域等について指定し、建築物の耐火性

能を強化する規制。 

整備地域：約83.6％  不燃化特区：約85.4％ 

が耐震性を満たしていると見込まれます。 
令和 2 年度末現在 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■東京都防災都市づくり推進計画の整備地域及び不燃化特区 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「整備地域」内の木造建築物の耐震化の現状 （単位：棟 不燃化特区内の棟数含む） 

整備地域 棟数 

耐震性が不十分と

見込まれる 

建築物 

耐震性があると 

見込まれる 

建築物 

耐震化率 

ア・イ 11,071 1,836 9,235 83.4% 

ウ 1,413 216 1,197 84.7% 

計 12,484 2,052 10,432 83.6% 

（平成 29 年土地利用現況調査を基にした令和３年 3 月末時点の推計値） 

※住宅以外の建築物の棟数も含む 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■「不燃化特区」内の木造建築物の耐震化の現状             （単位：棟） 

不燃化特区 棟数 

耐震性が不十分

と見込まれる 

建築物 

耐震性があると

見込まれる 

建築物 

耐震化率 

杉六小周辺 1,858 263 1,595 85.8% 

方南一丁目 1,488 227 1,261 84.8% 

計 3,346 490 2,856 85.4% 

（平成 29 年土地利用現況調査を基にした令和３年 3 月末時点の推計値） 

※住宅以外の建築物の棟数も含む 

 

③ 課題 

・整備地域内の建築物について、前計画（平成28年4月策定）では、令和3年度末ま

でに耐震化率を96％以上とする目標を定めておりましたが、令和2年度末の耐震

化率は83.6％と推計しており、目標達成には至っていない状況です。 

・不燃化特区内の建築物について、前計画（平成28年4月策定）では、令和3年度末

までに耐震化率を96％以上とする目標を定めていましたが、令和2年度末の耐震

化率は85.4％と推計されており、目標達成には至っていない状況です。 

・東京都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域は、震災時に特に甚大な

被害が想定されることから、震災時における円滑な消火・救援活動や避難を可能

とするよう防災上重要な道路の整備に併せて、建替えによる住宅の不燃化・耐震

化を推進するとともに、住宅の耐震診断や、耐震改修が進むよう支援を行う必要

があります。 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

道路幅員のおおむね 1／2 以上の高さの建築物をいいます。道路幅員が 12ｍ

以下の場合は、６ｍを超える高さの建築物をいいます。例えば、青梅街道の

標準的な幅員は 25ｍであるため、その場合には 12.5ｍ以上（４～５階相当）

の建物が対象となる可能性があります。 

（２） 閉塞を防ぐべき道路沿道の耐震化の現状と課題 

地震で倒壊した建築物により道路が閉塞されると、震災時の消火活動、避難等を妨

げることになりかねません。特に、幹線道路は、大地震の発生時に救急救命活動の生命

線となり、緊急支援物資の輸送、復旧及び復興の大動脈となるため、沿道の耐震化は喫

緊の課題となっています。 

その中でも緊急輸送道路2 は、阪神・淡路大震災での教訓を踏まえ、地震直後から発

生する緊急輸送などを円滑に行うための道路として指定された道路であり、その沿道

建築物の耐震化を重点的に促進しています。 

閉塞を防ぐべき道路沿道の建築物は、敷地が閉塞を防ぐべき道路に2ｍ以上接してい

て、下図の高さ要件に該当する建築物をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

2 緊急輸送道路：地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行うため、東京都地域防災計画に位置付けられ

た高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点とを相互に連絡す

る道路 

道路閉塞させる住宅・建築物（国土交通省資料）より 

建
築
物 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

１）特定緊急輸送道路沿道建築物 

 

 

① これまでの取組 

・東京都は、平成23年に制定した東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

を推進する条例（以下「耐震化推進条例」という。）において、緊急輸送道路の

うち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるものを特定緊急輸送道

路に指定し、その沿道建築物の耐震診断の実施等を義務付けました。その後、平

成26年4月に耐震改修促進法第5条第3項第2号に基づく耐震診断を義務付ける道

路にも指定しました。これらに基づき、区では沿道建築物の耐震化について重点

的かつ集中的に取り組んできました。 

・震災時においても緊急輸送道路としての機能を確保できるよう、耐震改修等につ

いては最大９割を助成するなど、財政的な支援を行ってきました。 

・平成27年2月からは、耐震診断が実施されていない建築物を対象に所在地や名称

などを公表し、耐震診断実施を強力に働きかけてきました。 

・平成28年4月に本計画を改定し、令和3年度末の耐震化率96％以上を目標として、

耐震化に取り組んできました。 

・平成30年3月からは耐震改修促進法に基づき、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐

震診断結果の公表を行い、建物所有者の耐震改修に対する自発的な取組を促し

ています。 

② 現状 

・特定緊急輸送道路に面する建築物は2,972棟あります。道路を閉塞する恐れのあ

る高さ要件に該当する建築物は1,262棟で、そのうちの旧耐震基準の建築物295

棟（以下「特定沿道建築物）という。）に耐震診断が義務付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

約84.2％が耐震性を満たしていると見込まれます。 令和 2 年度末現在 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■杉並区内で指定された特定緊急輸送道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特定緊急輸送道路沿道で高さ要件に該当する建築物の耐震化の現状   （単位：棟） 

 
棟数 

(旧耐震基準の建築物) 

耐震性が不十分

と見込まれる 

建築物 

耐震性がある

と見込まれる 

建築物 

耐震化率 

特定緊急輸送道路 

沿道建築物 
1,262（295） 199 1,063 84.2% 

（平成 29年土地利用現況調査及び平成 23年杉並区特定緊急輸送道路沿道等の建築物所有者調査を基にした 

令和 3年 3 月末時点の推計値） 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

 

■特定緊急輸送道路沿道で高さ要件に該当する建築物の耐震化の推移 

 

 

 

■特定緊急輸送道路沿道で高さ要件に該当する建築物の耐震化の現状（路線別） 

(単位：棟) 

路線 
棟数 

（旧耐震基準の建築物） 

耐震性が不十分

と見込まれる 

建築物 

耐震性があると

見込まれる 

建築物 

耐震化

率 

青梅街道 491 （134） 95 396 80.7% 

井の頭通り 278 （43） 26 252 90.6% 

環状八号線 201 （56） 37 164 81.6% 

環状七号線 149 （29） 21 128 85.9% 

甲州街道 88 （22） 15 73 83.0% 

新青梅街道 60 （11） 5 55 91.7% 

首都高速 4 号線 16 （0） 0 16 100.0% 

※複数の路線に属する建築物は、重複して計上されるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない。 

（平成 29年土地利用現況調査及び平成 23年杉並区特定緊急輸送道路沿道等の建築物所有者調査を基にした 

令和３年 3 月末時点の推計値） 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■特定緊急輸送道路沿道で高さ要件に該当する建築物の耐震化の状況（路線別） 

(単位：棟)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 課題 

・前計画（平成28年4月策定）では、令和3年度末までに耐震化率を96％以上とす

る目標を定めておりましたが、令和2年度末の耐震化率は84.2％と推計しており、

目標達成には至っていない状況です。 

・特に耐震性が低い建築物は、耐震改修費用が多額になり、また補強個所も多いこ

とから、建物所有者への支援や耐震化を促進する取組を進める必要があります。 

・賃貸建築物等の耐震化は、占有者の協力が不可欠ですが、協力を得ることが難し

く耐震改修へ進めないものもあるため、建物所有者への支援や耐震化を促進す

る方策について検討する必要があります。 

・令和２年度末時点で、特定沿道建築物の4.4％で耐震診断が実施されていないこ

とから、早期に全ての建築物で診断が実施されるよう、各建築物の状況に応じて、

法令に基づく指導等を通じて強力に促進する必要があります。 

・特定緊急輸送道路の機能確保に向け、引き続き、建物所有者等への支援や法令に

基づく指導及び助言など、様々な切り口から補強設計や耐震改修等を促進する

必要があります。 

・全ての特定沿道建築物で耐震改修等が実施されるように、引き続き、重点的かつ

集中的に取り組む必要があります。 

  

計 491 

計 278 

計 201 

計 149 

計 88 

計 60 

計 16 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

２）一般緊急輸送道路沿道建築物 

 

 

① これまでの取組 

・東京都は、平成23年3月に耐震化推進条例を制定し、震災時における避難、救急

消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支える主要な幹線道路を一般緊

急輸送道路として、建築物の倒壊などによる閉塞を防ぐべき道路に指定してい

ます。区では、令和3年度末の耐震化率96％の目標達成を目指して、耐震化に取

り組んできました。 

・震災時においても緊急輸送道路としての機能確保に向け、建物所有者の耐震化の

取組を促すため、診断や改修等に要する費用について財政的な支援を行ってき

ました。 

② 現状 

・一般緊急輸送道路に面する建築物は2,331棟あります。道路を閉塞する恐れのあ

る高さ要件に該当する建築物は1,658棟で、そのうち旧耐震基準の建築物は287

棟（以下「一般沿道建築物」という。）あります。 

 

  

約90.8％が耐震性を満たしていると見込まれます。 平成 29 年度末現在 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■杉並区内で指定された一般緊急輸送道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一般緊急輸送道路沿道で高さ要件に該当する建築物の耐震化の現状   （単位：棟） 

 
棟数 

(旧耐震基準の建築物) 

耐震性が不十分

と見込まれる 

建築物 

耐震性がある

と見込まれる 

建築物 

耐震化

率 

一般緊急輸送道路 

沿道建築物 
1,658（287） 153 1,505 90.8% 

（平成 29年土地利用現況調査による推計値） 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

 

■一般緊急輸送道路沿道で高さ要件に該当する建築物の耐震の現状     （単位：棟） 

路線 
棟数 

（旧耐震基準の 
建築物） 

耐震性が不十分
と見込まれる 

建築物 

耐震性がある
と見込まれる

建築物 

耐震化
率 

五日市街道 474（68） 39 435 91.8% 

早稲田通り 401（61） 31 370 92.3% 

人見街道 202（40） 22 180 89.1% 

中杉通り 146（35） 17 129 88.4% 

女子大通り 144（25） 16 128 88.9% 

方南通り 138（23） 10 128 92.8% 

特別区道第 2104-1 号線 86（16） 11 75 87.2% 

大久保通り 73（22） 12 61 83.6% 

※複数の路線に属する建築物は、重複して計上されるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない。 

（平成 29年土地利用現況調査による推計値） 

 

■一般緊急輸送道路沿道で高さ要件に該当する建築物の耐震の状況     （単位：棟） 

 

 

  
計 474 

計 401 

計 202 

計 146 

計 144 

計 138 

計 86 

計 73 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

③ 課題 

・前計画（平成28年4月策定）では、令和3年度末までに耐震化率を96％以上とす

る目標を定めていましたが、平成29年度末の耐震化率は90.8％と推計されてお

り、目標達成には至っていない状況です。 

・耐震相談アドバイザーの無料派遣や耐震診断・耐震改修費用の助成を継続して行

い、耐震化を促進する必要があります。 

・建物所有者に対して緊急輸送道路の役割や耐震化の重要性を啓発するとともに、

助成制度の周知を行うことが必要となります。 

・建物所有者に対する啓発や周知を行うため、一般沿道建築物及び建物所有者を把

握する必要があります。 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

３）杉並区緊急道路障害物除去路線沿道建築物 

 

 

① これまでの取組 

・区は杉並区地域防災計画で、災害時の避難路の確保や迅速な消火・救援・救助活

動のため、震災救援所（区立小中学校）及びその周辺に至る道路を緊急道路障害

物除去路線として選定しています。 

・令和3年度末の耐震化率96％の目標達成を目指して、耐震化に取り組んできまし

た。 

・震災時においても緊急道路障害物除去路線としての機能確保に向け、建物所有者

の耐震化の取組を促すため、診断や改修等に要する費用について支援を行って

きました。 

② 現状 

・杉並区緊急道路障害物除去路線に面する建築物は4,361棟あります。道路を閉塞

する恐れのある高さ要件に該当する建築物は3,372棟で、そのうち旧耐震基準の

建築物は737棟あります。 

・耐震化率88.3％となっており、耐震性が不十分と見込まれる建築物が393棟残っ

ています。 

 

  

約88.3％が耐震性を満たしていると見込まれます。 平成 29 年度末現在 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■杉並区内で指定された杉並区緊急輸送道路除去路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都緊急道路障害物除去路線とは、震災時における救急救護活動及び緊急物資の輸送等に必要な輸送路で東京都が選

定した路線をいいます。 

 

■杉並区緊急道路障害物除去路線沿道で高さ要件に該当する建築物の耐震化の現状 （単位：棟） 

棟数 

（旧耐震基準の建築物） 

耐震性が不十分と

見込まれる建築物 

耐震性があると見

込まれる建築物 
耐震化率 

3,372 （737） 393 2,979 88.3% 

（平成 29年土地利用現況調査による推計値） 

③ 課題 

・耐震相談アドバイザーの無料派遣や耐震診断・耐震改修費用の助成を継続して行

い、耐震化を促進する必要があります。 

・緊急道路障害物除去路線は、震災時における地域的な避難、救急・消防活動、緊

急物資の輸送など、緊急輸送道路から区内の震災救援所や救急医療機関等を連

結する経路を確保するために選定されたものであるため、建物所有者に対して

緊急道路障害物除去路線の役割や耐震化の重要性を啓発するとともに、助成制

度の周知を行うことが必要となります。 

・建物所有者に対する啓発や周知を行うため、沿道建築物及び建物所有者を把握す

る必要があります。 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

（３） 多数の区民が利用する建築物等の現状と課題 

耐震改修促進法では、不特定多数が利用する施設で一定規模以上のものや災害時に

道路を閉塞させる可能性がある建築物を、特定既存耐震不適格建築物3 に指定し、建物

所有者に対し、指導及び助言、指示をすることができるとしています。 

本計画では、耐震改修促進法第14条第1項第1号及び第2号に定める特定既存耐震不適

格建築物と用途・規模要件が同じ全ての民間所有建築物を「民間特定建築物」としてい

ます。 

 

１）民間特定建築物 

 

 

 

① これまでの取組 

・令和3年度末の耐震化率96％以上を目標として取り組んできました。 

・建物所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、東京都と連携して、

相談体制の整備や耐震改修工法の情報提供など環境整備や技術的支援を行って

きました。 

② 現状 

・民間特定建築物は、令和２年現在1,327棟が該当し、用途別では賃貸住宅、寄宿

舎、下宿が969棟と最も多く、約7割を占めています。 

・耐震化率86.7％となっており、耐震性が不十分と見込まれる建築物が176棟残っ

ています。 

 

  

                                                      

3 特定既存耐震不適格建築物：耐震改修促進法第 14 条に定める建築物（資料編 P1・２参照）で、多数の

区民が利用する一定規模以上の建築物（本計画では緊急輸送道路等の通行障害建築物を除く）をいう。 

約86.7％が耐震性を満たしていると見込まれます。 令和 2 年度末現在 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■民間特定建築物の建築物用途別耐震化の現状（単位：棟） 

建築物用途 棟数 

耐震性が 

不十分と見込

まれる建築物 

耐震性が 

あると見込ま

れる建築物 

耐震化

率 

賃貸住宅、寄宿舎、下宿 969 125 844 87.1% 

学校 84 12 72 85.7% 

百貨店、店舗、飲食店 66 18 48 72.7% 

病院・保育所・高齢者福祉施設等 132 4 128 97.0% 

事務所 58 12 46 79.3% 

※その他 18 5 13 72.2% 

合計 1,327 176 1,151 86.7% 

（建築基準法に基づく特殊建築物等定期報告を基にした令和３年 3月末時点の推計値） 

※その他・・・遊技場・公衆浴場・工場・自動車整備工場など 

 

③ 課題 

・耐震相談アドバイザーの無料派遣や耐震診断・耐震改修費用の助成を継続して行

い、耐震化を促進する必要があります。 

・多数の区民が利用する一定規模以上の建築物である民間特定建築物が倒壊した

場合の影響を踏まえ、今後も耐震化に必要な指導及び助言等を継続して行う必

要があります。 

・建物所有者等に対して普及啓発をより一層図るとともに、建築物固有の課題に対

応していくための相談体制を充実させる必要があります。 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

２）要緊急安全確認大規模建築物 

 

 

① これまでの取組 

・令和3年度末の耐震化率100％を目標として取り組んできました。 

・耐震改修促進法で平成27年12月末を期限に耐震診断の実施とその報告が義務付

けられていたため、建物所有者に診断の実施を働きかけ、耐震診断実施率は

100％となっています。 

・平成30年３月に診断結果の公表を行い、耐震性が不十分な建物所有者に対し助

言を行ってきました。 

・建物所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、東京都と連携して、

相談体制の整備や耐震改修工法の情報提供など環境整備や技術的支援を行って

きました。 

② 現状 

・区内には、病院、店舗、私立学校などの大規模な建築物（要緊急安全確認大規模

建築物4 ）である民間施設が７棟、区立施設は小中学校が40校及びその他施設が

1棟、都立施設が1棟あり、計49棟となります。 

・区立施設及び都立施設については耐震化率100％となっていますが、民間施設に

ついては、耐震性が不十分と見込まれる建築物が2棟残っており、耐震化率71.4％

となっています。 

■要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の現状            （単位：棟） 

 棟数 

耐震性が不十分

と見込まれる 

建築物 

耐震性があると 

見込まれる 

建築物 

耐震化率 

民間施設 7 2 5 71.4% 

区立施設 41 0 41 100.0% 

都立施設 1 0 1 100.0% 

合計 49 2 47 95.9% 

 

③課題 

・耐震性が不十分と見込まれる2棟の建築物について、不特定多数の者が利用する

大規模建築物である要緊急安全確認大規模建築物が倒壊した場合の影響を踏ま

え、今後も耐震化を進めるよう法令に基づく指導及び助言等を行っていく必要

があります。 

                                                      

4 要緊急安全確認大規模建築物：耐震改修促進法附則第３条第１項に定める建築物（資料編 P1・2 参照）

で、①不特定多数の者が利用する大規模建築物、②避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築

物、③一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等をいう。 

約95.9％が耐震性を満たしていると見込まれます。 令和 2 年度末現在 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

３）要配慮者5 が利用するその他の民間建築物 

 

 

① これまでの取組 

・区内には、特定既存耐震不適格建築物の規模要件には該当しないものの、病院・

診療所など災害時に重要な機能を果たす施設や保育所・高齢者施設など、避難に

際して配慮が必要な区民が利用している施設があり、技術的・財政的支援を行っ

てきました。 

・令和3年度末の耐震化率96％を目標として取り組んできました。 

・建物所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、東京都と連携して、

相談体制の整備や耐震改修工法の情報提供など環境整備や技術的支援を行って

きました。 

② 現状 

・病院・診療所は223棟で耐震化率は86.5％、保育所・高齢者施設等は304棟で耐震

化率は92.4％となっています。 

 

■要配慮者が利用するその他の民間建築物の耐震化の現状        （単位：棟） 

 棟数 

耐震性が不十分

と見込まれる 

建築物 

耐震性があると 

見込まれる 

建築物 

耐震化率 

病院・診療所 223 30 193 86.5% 

保育所・高齢者施

設・障がい者施設・

児童施設・託児所 

304 23 281 92.4% 

合計 527 53 474 89.9% 

（平成 29年土地利用現況調査を基にした令和３年 3 月末時点の推計値） 

③ 課題 

・要配慮者が利用する施設が倒壊した場合の影響を踏まえ、今後も耐震化を促進す

る必要があります。 

・建物所有者等に対して普及啓発をより一層図るとともに、建築物固有の課題に対

応していくための相談体制を充実させる必要があります。 

 

  

                                                      

5 要配慮者：災害から自らを守るために、安全な場所に避難するなどの災害時に一連の行動をとるのに支

援を要する人々をいう。 

約89.9％が耐震性を満たしていると見込まれます。 令和 2 年度末現在 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

（４） 区立施設の現状と課題 

 

 

 

防災上重要な施設及び多くの区民が利用する施設は、耐震化が終了し、耐震化率は

100％を達成しました。 

 

■区立施設の耐震化の現状（令和２年度）   

 棟数・戸数 

耐震性が不十分

と見込まれる 

建築物 

耐震性がある

と見込まれる 

建築物 

耐震化率 

防災上重要な施設 

小・中学校、地域センター、

保健センター、保育園・幼稚

園、高齢者・障害者等福祉施

設 

357 棟 0 棟 357 棟 100.0% 

多くの区民が利用する施設 

博物館、会館、図書館、区民

事務所、会議室など 

69 棟 0 棟 69 棟 100.0% 

区の公共住宅 
53 棟 0 棟 53 棟 100.0% 

1,337 戸 0 戸 1,337 戸 100.0% 

合計 479 棟 0 棟 479 棟 100.0% 

 

 

  

耐震化率は100％を達成しています。 令和 2 年度末現在 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

都は、国が定めた基本方針に基づき、都計画を令和3年3月に一部改定し、令和

7年度末の目標を定めています。 

住宅 耐震性が不十分な住宅をおおむね解消 

特定緊急輸送道路沿道建築物 
総合到達率99％かつ 

区間到達率95％未満の解消 

一般緊急輸送道路沿道建築物 耐震化率90％ 

特定建築物 耐震化率95％ 

 

杉並区耐震改修促進計画（法第 6条関連） 

区は、都計画に基づき、杉並区耐震改修促進計画を改定し、 令和7年度末の目

標を定めます。 

国は、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（最

終改正平成30年12月21日 国土交通省告示第1381号）」を策定し、建築物の耐震

診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項を定めています。 

 住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、令和2年までに少

なくとも95％にすることを目標とするとともに、令和7年までに耐震性が不

十分な住宅及び耐震診断義務付け対象建築物をおおむね解消することを目

標とする。 

 公共建築物について、国土交通省は関係省庁と連携を図り、各地方公共団

体ができる限り用途ごとに目標が設定されるよう、必要な助言、情報提供

を行うこととする。 

３ 目標設定の考え方 

杉並区は、平成20年に本計画を策定し、区内建築物の耐震診断及び耐震改修を計画

的かつ総合的に進めてきました。 

その後、東日本大震災や熊本地震、大阪府北部地震などの大きな地震が続き、耐震改

修促進法も改正される中で、国及び東京都における耐震化の目標が改定され、さらな

る耐震化の促進の必要性が示されました。 

本計画の策定から13年、前回改定から5年が経過し、計画を見直すにあたり、目標設

定についても改めて国及び東京都の基準や考え方を踏まえ、目標を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国の基本方針（法第 4条関連） 

東京都耐震改修促進計画（法第 5条関連） 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

４ 区内建築物の耐震化の目標 

 

 

 

 

区内建築物の耐震化率は令和２年度末時点で92.0％となっており、耐震性が不十分

な建築物は残り少なくなっています。旧耐震基準の建築物は築40年以上が経過し、老

朽化が進んできていることから、これまでの耐震改修だけではなく、建替えにより耐

震化されるものも増えていくことが想定されます。今後は様々な手法により、耐震化

されていない建物を極力減少させていくことが重要となります。国や都の目標との整

合を図り、耐震性が不十分な建物のおおむね解消を目標とし、耐震化を推進していき

ます。 

 

 

■区内建築物の耐震化目標値 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

耐震性が不十分な建物のおおむね解消を目標とします。 
令和 7 年度末 

目標 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 用途でみた建築物の耐震化の目標 

（１） 耐震化の目標 

用途別の目標は下表のとおりとします。 

 

■用途別の耐震化率の現状と目標 

建築物 
平成 24年度末 

（実績値） 

令和２年度末 

（実績値） 

令和 7年度末 

（目標値） 

住宅 

棟 79.7％ 87.4% 
耐震性が 

不十分な住宅の 

おおむね解消 

戸 79.4% 90.8% 
耐震性が 

不十分な住宅の 

おおむね解消 

整備地域 81.8% 83.6% 
耐震性が 

不十分な住宅の 

おおむね解消 

不燃化特区 74.7% 85.4% 
耐震性が 

不十分な住宅の 

おおむね解消 

特定緊急輸送道路沿道建築物 
76.2% 
(平成 26 年度末) 

84.2％ 
区間到達率 95％ 

未満の解消 

一般緊急輸送道路沿道建築物 88.6% 
90.8%※ 
(平成 29 年度末) 

95％ 

杉並区緊急輸送道路障害物除去路線 88.5% 
88.3%※ 

(平成 29 年度末) 
95％ 

民間特定建築物 85. 8% 86.7％ 95％ 

要緊急安全確認大規模建築物 
94.4% 
(平成 27 年度末) 

95.9% 
耐震性が 

不十分な建築物

のおおむね解消 

要配慮者が利用するその他の 

民間建築物 
87.2% 89.9％ 95％ 

区立施設 
99.7% 
(平成 27 年度末) 

100% - 

※一般緊急輸送道路沿道建築物と杉並区緊急輸送道路障害物除去路線の耐震化率のみ平成 29 年度末となっ

ているのは、平成 28 年改定時（平成 23 年杉並区特定緊急輸送道路沿道等の建築物所有者調査による推

計）と今回改定時（29 年土地利用現況調査による推計）で出典が異なるためです。 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

（２） 目標設定の考え方 

１）住宅・整備地域・不燃化特区 

 

 

建物所有者に対して積極的な働きかけを行うとともに、老朽化が進んだ住宅等の除

却を促進し、令和7年度末までに耐震性が不十分な住宅のおおむね解消を目標とます。 

 

２）特定緊急輸送道路沿道建築物 

 

 

特定緊急輸送道路は、震災時において救急・救命活動や緊急支援物資の輸送などの

大動脈となる道路です。その沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぎ、広域的な道路

ネットワーク機能を確保することは、災害に強いまちを実現する上で不可欠となって

います。 

東京都では、特定緊急輸送道路の通行機能を的確に表せる以下の指標を用いて、目

標設定を行っています。 

 

区間到達率：都県境入口からある区間に到達できる確率 

総合到達率：区間到達率の平均値 

 

東京都において、新たな指標である区間到達率・総合到達率を用い、シミュレーショ

ンにより目的地への到達率を検証したところ、う回することでほぼ通行機能を確保す

ることができるとしています。一方で、特定緊急輸送道路全体としては区間到達率が

低い区間が存在しており、今後、任意の地点に到達できるようにするには、特に倒壊の

危険性が高い建築物（Iｓ値が0.3未満相当の建築物）の耐震化を段階的改修等により促

進し、特定緊急輸送道路の通行機能を早期に改善する必要があるとしています。 

これらを踏まえ、東京都では、新たな指標である総合到達率、区間到達率を用いたシ

ミュレーションから、必要な通行機能がおおむね確保できる水準として、令和7 年度

末までに「総合到達率99％以上かつ区間到達率95％未満の区間を解消」を目標として

います。 

杉並区においては、総合到達率の指標は、都内の道路網全体の通行機能をもとに評

価する手法となっており、区単独での取組で目標を設定することは難しいことから、

「区間到達率」の指標を目標として設定します。  

耐震性が不十分な住宅のおおむね解消を目標とします。 
令和 7 年度末 

目標 

区間到達率 95％未満の解消を目標とします。 
令和 7 年度末 

目標 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■区間到達率の算出イメージ 

 

（出典：東京都「東京都耐震改修促進計画（令和３年３月）」） 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■シミュレーションの設定条件及びシミュレーション結果と目標設定 

 

（出典：東京都「東京都耐震改修促進計画（令和３年３月）」） 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■耐震化の効果のイメージ  

 

（出典：東京都「東京都耐震改修促進計画（令和３年３月）」） 
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第２章 耐震化の現状と目標 

 

■杉並区区間到達率図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：東京都提供の区間到達率データより作成）                    令和２年 12 月時点 

 

杉並区は、令和2年12月末時点で区間到達率95％未満が６路線存在しています。また、

令和２年度末時点で倒壊の危険性が高い建築物（Iｓ値が0.3未満相当の建築物）が103

棟残っており、これらの建物の耐震性の向上を促進し、区間到達率を改善することが

急務となっています。 
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３）一般緊急輸送道路沿道建築物 

 

 

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化による震災時の道路機能の確保に併せ、一般

緊急輸送道路の機能を向上させることは、災害に強いまちを実現する上で重要です。 

令和７年度末までに耐震化率95％を目標とし、一般沿道建築物の耐震化促進に取り

組みます。 

 

４）杉並区緊急道路障害物除去路線沿道建築物 

 

 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化による震災時の道路機能の確保に併せ、緊急道路

障害物除去路線の機能を向上させることは、災害に強いまちを実現する上で重要です。 

令和７年度末までに耐震化率95％を目標とし、杉並区緊急道路障害物除去路線沿道

建築物の耐震化促進に取り組みます。 

 

５）民間特定建築物 

 

 

大規模な店舗や医療機関など多くの区民が利用する民間施設については、災害時も

その機能が確保されていることが必要です。 

令和７年度末までに耐震化率95％を目標とし、民間特定建築物の耐震化促進に取り

組みます。 

 

６）要緊急安全確認大規模建築物 

 

 

要緊急安全確認大規模建築物の耐震化率は令和２年度末時点で95.9%であり、耐震性

が不十分な建築物が残り２棟であることから、令和７年度末までに耐震性が不十分な

建築物のおおむね解消を目標とし、耐震化促進に取り組みます。 

 

７）要配慮者が利用するその他の建築物 

 

 

病院や高齢者施設、保育所等は、一定規模に満たなくてもその機能が確実に確保さ

れていることが重要です。 

令和７年度末までに耐震化率95％を目標とし、耐震化促進に取り組みます。 

耐震化率 95％を目標とします。 
令和 7 年度末 

目標 

耐震化率 95％を目標とします。 
令和 7 年度末 

目標 

耐震化率 95％を目標とします。 
令和 7 年度末 

目標 

耐震性が不十分な建築物のおおむね解消 

を目標とします。 

令和 7 年度末 

目標 

耐震化率 95％を目標とします。 
令和 7 年度末 

目標 
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第３章  耐震化促進の方針と取組 

 基本的な考え方 

建築物の耐震化は、防災対策における基本理念である「自らの命は自らが守る」と

いう「自助」と、「自分たちのまちは自分たちで守る」という「共助」の観点から、

建物所有者自らの問題及び地域の問題であることを認識し、主体的に取り組むことを

基本とします。 

 

１ 区内建築物の耐震化の取組方針 

（１） 耐震化の取組方針 

 建物所有者が行う耐震化の取組について、財政的な支援を行うとともに、相談

体制の整備や情報提供等の技術的な支援を行います。 

 耐震診断・耐震改修等の支援・助成の活用を促進するため、区独自の地震被害

シミュレーション6等により区民の防災・減災意識を高めるとともに、耐震化の

重要性や助成制度の普及啓発活動を行います。 

 耐震診断及び耐震改修等の促進に際して、重点的に取り組む建築物を設定し、

耐震化に向けて効果的な施策を実施します。 

 国・東京都、建築関係団体等と十分に連携して耐震化を推進します。 

 耐震診断や耐震改修等を促進するため、必要に応じて耐震改修促進法や東京都

耐震化推進条例等に基づく指導及び助言等を行います。 

 

（２） 重点的に取り組む建築物 

 住宅 

 特定緊急輸送道路沿道建築物 

 一般緊急輸送道路沿道建築物 

 

 

 

  

                                                      

6 地震被害シミュレーション：区内建築物の耐震化・不燃化などの状況や東京都・区が保有する地盤デー

タ、東京消防庁のデータなどを活用して、東京湾北部地震を想定地震とし、50ｍメッシュ毎に震度予測

や被害想定、減災対策の効果についてシミュレーションしたもの 
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第３章 耐震化促進の方針と取組 

 

２ 住宅の耐震化の方針と取組 

耐震化を促進するため、木造住宅やマンションなどの個々の建物に対する取組や、

木造住宅密集地域の防災まちづくりとしての取組など現在実施している施策の拡充

や耐震化の障害となっている課題解決に取り組んでいきます。 

 

（１） 木造住宅の耐震化の方針と取組 

１） 木造住宅の耐震化の方針 

・自助・共助・公助の原則を踏まえ、住宅の所有者自らが主体的に取り組むよう

に戸別訪問等を通じて耐震化の必要性や重要性を啓発していきます。また、耐

震診断士の無料派遣による簡易診断や精密診断費用・耐震改修費用の助成制度

により所有者の耐震化の取組を支援します。 

 

２） 木造住宅の耐震化の取組 

① 無料簡易診断への耐震診断士派遣 

・無料の簡易診断（木造耐震診断士の派遣）を継続して行い、耐震化に関する

普及啓発に取り組みます。 

② 精密診断費用及び耐震改修工事費用の助成支援 

・精密診断や耐震改修工事に要した費用の一部助成を継続して行い、更なる耐

震化促進に取り組みます。 

③ 集合住宅への住戸数に応じた耐震改修工事費用の助成支援 

・集合住宅は戸建住宅と比べ、改修工事費が高くなることから、木造集合住宅

の所有者に対し、住戸数に応じた耐震改修助成を継続します。 

④ 木造住宅耐震アドバイザー派遣 

・住宅の耐震化を推進するためには、住宅の所有者が耐震診断や耐震改修に取

り組むことができる環境を整備していくことが必要です。このため、木造住

宅耐震診断事務所登録制度を活用し、自己負担なしで、一定の技術力を有す

る専門家をアドバイザーとして派遣します。 

⑤ 杉並区住宅耐震化緊急促進アクションプログラムによる周知啓発活動の実施 

・住宅の耐震化を促進するため、杉並区住宅耐震化緊急促進アクションプログ

ラムに基づき、個別訪問等による耐震化を促す取組や区民への助成制度等の

普及啓発活動を継続して実施します。 

⑥ 無料相談会の実施 

・住宅などの耐震性に対する不安を解消するため、関係団体等の協力のもと、

耐震相談会を定期的に開催します。 

・また、地域で耐震化の必要性についての関心を高めるため、区民からの要請

による出張耐震相談会を行います。 

 

 



 

41 

 

第３章 耐震化促進の方針と取組 

 

■ 木造住宅等の耐震化支援のながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

簡易診断 

（木造耐震診断士の派遣） 

精密診断 
（区が派遣する木造耐震診断士また
は区に登録している特定精密診断
士による精密診断） 

耐震改修助成 

区に登録している木造耐震診断士が、建築物

の耐震性を大まかに評価し、精密診断や耐震

改修が必要かどうか無料で判定します。 

簡易診断を受けた建築物で、精密診断が必要

な建築物に、費用の一部を助成します。 

耐震改修費用の一部を助成します。 
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（２） マンション等の非木造の住宅の耐震化の方針と取組 

１） マンション等の非木造の住宅の耐震化の方針 

・マンションは戸建住宅に比べ規模が大きく、地震の影響による倒壊等では、道

路閉塞等、周辺地域へ大きな影響があります。また、分譲マンションでは区分

所有者の合意形成が難しく、再建には一般建築物以上に困難が多いため、復興

や新たなまちづくりでは大きな障害となる恐れがあります。 

区分所有者等への耐震化の必要性の普及啓発やマンションの適正な管理の

促進に関する条例に基づく「管理状況届出制度」により把握した情報から、管

理組合の状況に応じた耐震化の普及啓発を行います。 

 

２） マンション等の非木造の住宅の耐震化の取組 

① 耐震相談アドバイザー無料派遣 

・マンション等の非木造の住宅について、耐震化に関する専門家等を耐震相談

アドバイザーとして無料派遣し、耐震化のアドバイスや区分所有者間の合意

形成の支援を継続して行います。 

② マンション等への無料簡易診断支援 

・マンション等を対象にした、無料簡易診断を継続して行います。 

③ 精密診断及び耐震改修工事費用の助成支援 

・精密診断や補強設計、耐震改修工事に要した費用の一部助成を継続して行い

ます。 

④ マンション管理組合向けセミナー等による耐震化の周知啓発活動 

・マンションを対象としたセミナーについて、専門家による講演、耐震改修工

事を実施したマンションの関係者による取組事例の紹介などを、管理組合等

の参加意欲を高める工夫を図りながら、継続して実施します。 

⑤ 管理状況届出制度を活用した普及啓発活動 

・「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」による管理状

況届出制度により、把握した情報から、管理組合の状況に応じ、耐震に関す

る普及啓発活動を行います。 

⑥ マンションの再生の促進 

・建築後一定の期間が経過すると、建物や設備の劣化等が進み、適切な管理や

修繕を行っていても快適な居住環境を維持できなくなることがあります。そ

のため、改修や建替え、敷地売却等により、マンションの再生を図ることが

必要となってきます。 

  管理組合等がマンションの再生を進めるには、価値観や経済状況等の異な

る多数の区分所有者間の合意形成を図る必要があり、マンションの状況に応

じた最適な再生手法を円滑に選択できるよう、東京都や専門家、関係団体等

と連携して普及啓発や支援策の充実強化に継続して取り組んでいきます。 
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■マンションなど非木造の住宅の耐震化支援のながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

耐震相談アドバイザーの派遣 

耐震診断支援 

耐震改修助成 

○ 耐震相談アドバイザーの派遣 

耐震に関する専門家をアドバイザーとして

無料で派遣します。 

○ 簡易診断 

マンションや区が指定する建築物で耐震診

断を行う必要がある建築物に、簡易診断のた

めの専門家を無料で派遣します。 

○ 精密診断 

アドバイザー派遣や簡易診断を受けた建築

物で、精密診断が必要な建築物に、費用の一

部を助成します。 

○ 耐震改修費用の一部を助成します。 

簡易診断派遣 

 

精密診断助成 

 

耐震診断、耐震改修の 

必要がある 
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（３） 木造住宅密集地域の耐震化の方針と取組 

木造住宅密集地域については、大震災時の延焼火災を防止する観点から木造住宅の

不燃化や除却・建替えを促進し、防災まちづくりを進めます。地震による住宅の倒壊

は、道路を塞ぐなど、地域における避難、初期消火や救急・救命などの活動に支障が

出る恐れがあるばかりでなく、延焼の危険性を高めることにもなるため、耐震化にも

取り組みます。 

 

１） 木造住宅密集地域の耐震化の方針 

・東京都が策定した「防災都市づくり推進計画」において指定された整備地域

や不燃化特区内の建築物については、積極的に耐震化・不燃化を進めていき

ます。 

・火災による延焼被害の拡大が懸念される木造住宅密集地域を中心に、建築物

の不燃化事業と連携し、耐震化も積極的に促進します。 

 

２） 木造住宅密集地域の耐震化の取組 

① 耐震改修工事費用の割増 

・整備地域・不燃化特区内の木造建築物については耐震化を特に促進すべき地

域の建築物として、建物所有者への耐震改修に対する割増助成を継続して行

います。 

・耐震改修工事に併せて狭あい道路拡幅整備事業と連携した耐震改修の割増助

成を行います。 

② 杉並区住宅耐震化緊急促進アクションプログラムによる周知啓発活動の実施 

・住宅の耐震化を促進するため、杉並区住宅耐震化緊急促進アクションプログ

ラムに基づき、個別訪問等による建物所有者へ直接、耐震化を促す取組や助

成制度等の普及啓発活動を継続して実施します。 

③ 不燃化事業と連携した除却助成の実施 

・木造住宅密集地域を中心に延焼の危険性が高い地域の木造住宅について、不

燃化事業と連携して除却助成を行います。 
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第３章 耐震化促進の方針と取組 

 

３ 閉塞を防ぐべき道路沿道の耐震化の方針と取組 

（１） 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の方針と取組 

 

１） 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の方針 

・特定緊急輸送道路は地震発生後の救急救命や緊急物資等の輸送などを担う、広

域的な重要幹線道路であり、公共的な観点から沿道建築物の耐震化に重点的に

取り組みます。 

・沿道建築物のうち、倒壊、又は崩壊する危険性が高い構造耐震指標（Is値）＊２

が0.3未満の建築物の耐震化に重点的に取り組みます。 

 

２） 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の取組 

① 補強設計及び耐震改修工事費用等の助成支援 

・耐震化を特に促進すべき建築物として、建物所有者への補強設計・耐震改修

工事・建替え・除却の費用の重点的な助成を継続的に行います。 

② 耐震化を検討するための技術的支援 

・耐震診断や耐震改修工法、建替えに関する相談や管理組合の合意形成に向け

た相談、改修計画案の作成等、耐震化を検討する上で必要なアドバイスにつ

いて、区及び東京都の無料アドバイザー派遣を継続して行います。 

③ 倒壊の危険性が高い建築物における耐震改修工事費用の加算助成 

・Is値が0.3未満（倒壊、又は崩壊する危険性が高い）の建築物に対しては、加

算助成制度を活用した耐震化を継続的に促進します。 

④ 倒壊の危険性が高い建築物における段階的改修工事への助成支援 

・Is値が0.3未満（倒壊、又は崩壊する危険性が高い）の建築物について、２回

目の耐震改修工事でIs値が0.6（倒壊、又は崩壊する危険性が低い）以上にす

ることを前提として、１回目の耐震改修工事ではIs値を0.3以上まで向上させ

る段階的耐震改修工事の助成を行います。 

⑤ 耐震診断未実施者への指導等 

・耐震診断を実施していない建物所有者に対し、早期にすべての建築物で診断

が実施されるよう、法令に基づく指導等を行います。 

⑥ 耐震改修促進法に基づいた適切な指導・助言の実施 

・耐震化を促すため、耐震改修促進法に基づき、適切な指導・助言を行います。 

⑦ 個別訪問等による耐震化促進 

・個別訪問等の実施により、耐震診断から補強設計、補強設計から耐震改修へ

と進むための普及啓発を積極的に行います。 

⑧ 占有者が存する建築物の加算助成の検討 

・占有者が存する建築物では、建物所有者が耐震改修工事を実施する際に追加

的費用が発生するため、追加的費用に係る加算助成を検討していきます。 
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＊２ 構造耐震指標（Iｓ値）とは、建築物の強度、粘り、形状、経年状況を考慮して算出し

た耐震診断の数値です。耐震改修促進法の告示で、大地震時における建築物の評価を I

ｓ値によって下表のように定めています。Is値 0.3 未満の建築物については「倒壊、又

は崩壊する危険性が高い」とされていることから、Is値 0.3 未満の建物の早期解消を図

る必要があります。 

 

Iｓ値 評価 

0.6 以上 倒壊、又は崩壊する危険性が低い 

0.3 以上 0.6 未満 倒壊、又は崩壊する危険性がある 

0.3 未満 倒壊、又は崩壊する危険性が高い 
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（２） 一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の方針と取組 

 

１） 一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の方針 

・一般緊急輸送道路は区民の避難や救急・救命などの役割を担う道路であること

から、建物所有者に対し、緊急輸送道路の役割や耐震化の重要性などの周知及

び耐震診断や耐震改修の支援を積極的に行います。 

 

２） 一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の取組 

① 耐震相談アドバイザー無料派遣 

・一般緊急輸送道路沿道建築物について無料の耐震相談アドバイザーの派遣を

行います。 

② 耐震診断・耐震改修に対する割増助成 

・耐震化を特に促進すべき建築物として、建物所有者への耐震診断・耐震改修

に対する割増助成を継続して行います。 

③ 段階的改修工事への助成支援 

・Is値が0.6（倒壊、又は崩壊する危険性が低い）に達しないが、耐震性が向上

する耐震改修工事に対する助成を継続して行います。 

④ 建物所有者への普及啓発活動の実施 

・対象建物の調査や所有者調査を行い、啓発文書の送付などの普及啓発活動を

積極的に実施します。 

⑤ 耐震診断や耐震改修を促進するための助成制度の検討 

・さらに耐震化を加速させるため、耐震診断や耐震改修を促進するための助成

制度を検討します。 

 

（３） 杉並区緊急道路障害物除去路線沿道建築物の耐震化の方針と取組 

 

１） 杉並区緊急道路障害物除去路線沿道建築物の耐震化の方針 

・杉並区緊急道路障害物除去路線は区民の避難や救急・救命などの役割を担う道

路であることから、建物所有者に対し、緊急道路障害物除去路線の役割や耐震

化の重要性などの周知及び耐震診断及び耐震改修を積極的に支援します。 

 

２） 杉並区緊急道路障害物除去路線沿道建築物の耐震化の取組 

① 耐震相談アドバイザー派遣 

・建物所有者に対する、耐震診断・耐震改修を円滑に進められるよう助言をす

るための耐震相談アドバイザー（建築士等）派遣などを継続的に実施します。 

② 耐震診断・耐震改修に対する割増助成 

・耐震化を特に促進すべき地域の建築物として、不燃化事業と連携し、建物所

有者への耐震診断・耐震改修に対する割増助成を継続して行います。 
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③ 段階的改修工事への助成支援 

・Is値が0.6（倒壊、又は崩壊する危険性が低い）に達しないが、耐震性が向上

する耐震改修工事に対する助成を継続して行います。 

④ 建物所有者への普及啓発活動の実施 

・対象建物の調査や所有者調査を行い、啓発文書の送付などの普及啓発活動を

積極的に実施します。 

⑤ 住宅耐震化緊急促進アクションプログラムによる周知啓発活動の実施 

・耐震化について、杉並区住宅耐震化緊急促進アクションプログラムによる建

物所有者等への周知啓発活動を実施します。 

 

 

 

  



 

49 

 

第３章 耐震化促進の方針と取組 

 

４ 多数の区民が利用する建築物等の耐震化の方針と取組 

（１） 民間特定建築物及び要緊急安全確認大規模建築物の耐震化方針と取組 

 

１） 耐震化の方針 

・民間特定建築物の耐震化を促進するため、耐震診断及び耐震改修を積極的に支

援します。 

・要緊急安全確認大規模建築物は、耐震改修促進法に基づき、耐震改修を積極的

に支援します。 

 

２） 耐震化の取組 

① 耐震相談アドバイザー派遣 

・建物所有者に対する、耐震診断・耐震改修を円滑に進められるよう助言をす

るための耐震相談アドバイザー（建築士等）派遣などを継続的に実施します。 

② 耐震診断・耐震改修に対する割増助成の継続 

・耐震化を特に促進すべき建築物として、建物所有者への耐震診断・耐震改修

に対する割増助成を継続して行います。 

③ 耐震改修促進法に基づいた適切な指導・指示の実施 

・耐震診断及び耐震改修について、耐震改修促進法に基づく特定既存不適格建

築物の所有者への必要な指導・助言等を実施します。 
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（２） 要配慮者が利用するその他の民間建築物の耐震化の方針と取組 

 

１） 要配慮者が利用するその他の民間建築物の耐震化の方針 

・診療所や保育所、グループホームなどの高齢者施設及び障害者施設などで、特

定既存耐震不適格建築物の規模要件には該当しないものの、震災時の避難に配

慮が必要な区民が利用している施設は、震災後もその機能の確保が重要である

ことから、耐震診断及び耐震改修を積極的に支援します。 

・杉並区地域防災計画で震災時の医療救護活動や緊急輸送業務、応急物資の優先

供給などに関する協力協定を結んでいる団体に加盟し、協定に基づく取組を主

に実施するための建築物について、救援・救護活動等に支障をきたすことがな

いよう耐震診断及び耐震改修を積極的に支援します。 

 

２） 要配慮者が利用するその他の民間建築物の耐震化の取組 

① 耐震相談アドバイザー派遣 

・建物所有者に対する、耐震診断・耐震改修を円滑に進められるよう助言をす

るための耐震相談アドバイザー（建築士等）派遣などを継続的に実施します。 

② 耐震診断・耐震改修に対する割増助成 

・耐震化を特に促進すべき建築物として、建物所有者への耐震診断・耐震改修

に対する割増助成を継続して行います。 
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第３章 耐震化促進の方針と取組 

 

５ 耐震化に関する普及啓発等の取組 

（１） 住宅の耐震化を重点的に促進するプログラム 

 杉並区耐震改修促進計画の目標達成に向け、住宅の耐震化を促進するため、建物

所有者に耐震化の重要性を啓発し、理解をして更に深めてもらうことを目的に「杉

並区住宅耐震化緊急アクションプログラム」を策定しました。 

 また、特に重点的に耐震化を推進する区域を「緊急耐震重点区域」と定め、建物

所有者への積極的な周知活動を行いました。 

実施期間 平成 31年度～令和 3 年度 

対象地域 区内全域 

緊急耐震重点区域 ①整備地域全域 

②緊急道路障害物除去路線沿道 

対象住宅 ①昭和 56 年 5 月以前（旧耐震基準）に建築された住宅 

②昭和 56 年 6 月～平成 12 年 5 月（新耐震基準）に建築

された木造住宅 

取組 ①戸別訪問の実施 

②緊急耐震重点地区以外の旧耐震基準建物所有者へのダ

イレクトメール等による周知等 

 

令和４年度からは、木造住宅密集地域を中心に延焼の危険性が高い地域の木造

住宅について、不燃化事業と連携し、戸別訪問等による建物所有者への助成制度

等の普及啓発活動を実施していきます。 
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第３章 耐震化促進の方針と取組 
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第３章 耐震化促進の方針と取組 

 

（２） 情報提供の充実及び相談体制の整備 

 

１） 情報提供 

・広報すぎなみや区ホームページ等を通じて、助成制度の説明や耐震化に関する

イベント情報、相談窓口の案内などを行います。 

・耐震化助成制度のパンフレット、ポスター等を作成し、区役所本庁舎の外、区

民事務所、図書館、高齢者福祉施設及び障害者福祉施設などで配布します。 

 

２） 防災まちづくりイベント等の実施 

・耐震化の必要性を広く区民に周知するため、消防署などの公共機関、区内外の

関係団体及び学校や地域住民等の協力を得て、耐震改修工法や耐震シェルター

等の紹介など、防災まちづくりに関するイベントを定期的に開催します。 

 

３） 耐震相談会等の実施 

・住宅などの耐震性に対する不安を解消するため、関係団体等の協力のもと、耐

震相談会を定期的に開催します。 

・地域で耐震化の必要性についての関心を高めるため、区民からの要請による出

張耐震相談会を行います。 

・関係団体が自主的に行う耐震化の促進に関する講演会やイベントなどについて、

積極的に支援していきます。 

・分譲マンションなどの耐震化をテーマとしたセミナー等を開催します。 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

４） 耐震改修促進税制の周知等 

・平成18年度税制改正により耐震改修促進税制が創設され、既存住宅を改修した

場合に固定資産税や所得税が軽減されるようになりました。区は、この税金軽

減の申請に必要な住宅耐震改修証明書を発行するとともに本制度の周知に努

めます。 

 

町会、地域団体 など 専門家 

区 

■出張耐震相談会のながれ 

 派遣 

 
依頼 

 
問い合わせ 

申し込み  
日程・会場の 

調整 
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第３章 耐震化促進の方針と取組 

 

（３） 関係機関や地域住民等との連携等 

建築物の耐震化促進の取組を、国や都、関係団体の協力を得て効果的に実施しま

す。 

また、これまで行ってきた区民と区の協力による震災時の防災訓練などに加え、

大規模地震時の被害を軽減する方策についても、自治会や防災まちづくりに取り組

む団体と協力して進めていきます。 

 

１） 国・都・他の自治体との連携等 

・ 耐震化の促進に向け、助成制度や税制の優遇措置などの支援策がより充実す

るよう、国や都に対し要請していきます。 

・ 東京都や他自治体との連携を図り、耐震化の取組を進めます。 

 

２） 事業者や関係団体との連携 

・ 区内の建築士、工事業者等の団体と連携して、耐震診断や耐震改修工法に関

する講習会の開催などを行います。 

 

３） 地域住民との連携 

・ 住民自らが地震に強いまちづくりに取り組む町会・自治会や関係団体等に対

し、必要な情報の提供、建築士の派遣などを行います。 
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第３章 耐震化促進の方針と取組 

 

６ 耐震化に関連する安全対策 

 

（１）ブロック塀の安全対策 

・ 平成30年６月に起きた大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀等の倒

壊による被害が生じました。これにより、耐震改修促進法が改正され、施行

令第４条の通行障害建築物の要件に「建物に付属する組積造の塀」が追加さ

れ、一定の高さを超える塀に耐震診断義務が生じました。なお、杉並区には

令和２年４月時点で耐震診断義務付け対象となる塀はありません。 

杉並区では、道路7に面するブロック塀等の安全対策として、ブロック塀

の建替えや撤去費用の助成を継続して実施します。また、狭あい道路拡幅整

備事業や生け垣等の沿道緑化事業と連携し、良好な住環境形成と災害時の安

全確保に取り組みます。 

  

                                                      

7 道路：「建築物敷地から避難場所、震災救援所までの避難経路となる建築基準法及び道

路法の道路」とし、社会資本整備総合交付金交付要綱付属Ⅱ編イ－16－（12）－①住

宅・建築物耐震改修事業の１.２十一における「避難路」として位置付ける。 
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第３章 耐震化促進の方針と取組 

 

（２）新耐震基準のうち平成 12 年 5 月以前の木造住宅の安全対策 

・平成28年の熊本地震では、「平成28年（2016年）熊本地震建築物被害調査報

告（速報）」によると、昭和56年6月から平成12年5月までに建てられた木造

建物のうち、18.4％が倒壊等の被害を受けました。 

このことから、区では、昭和56年6月から平成12年5月までに建てられた木造

住宅に対する耐震診断及び耐震改修のための費用助成を継続して実施しま

す。 

 

■熊本地震における木造の建築時期別の被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省「「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント」より） 

  

※木造建築物の倒壊・崩壊及び大破は、昭和 56年 5月以前が 45.7％（347 棟）、

昭和 56年 6 月～平成 12年 5月が 18.4％となっており、平成 12 年 6 月以降の

6.0％と比較して顕著に高くなっている。 
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第３章 耐震化促進の方針と取組 

 

 

（３）高齢者など災害時要配慮者の安全確保 

・ 災害発生時の避難に配慮が必要な高齢者や障害者などの区民（災害時要配慮

者）の安全対策のため、昭和56年５月以前に建築された木造住宅に居住する

災害時要配慮者に対して、耐震シェルター等の設置助成を継続して実施しま

す。 

・ 災害時要配慮者などに対する、家具転倒防止器具の無料取付の取組を継続し

ます。 

 

（４）外壁材・天井等落下防止対策 

・ 震災時には、建築物の外壁材や天井材等の剥離や落下による被害が想定され、

落下防止対策が課題となっています。定期報告制度の対象となる民間建築物

の外壁材や天井等について、建築物の管理者等による定期的な調査の結果報

告を受け、適切な維持管理を促します。 

 

（５）エレベーターの地震被害の防止 

・ 東日本大震災では、エレベーターの閉じ込め事故や運転停止が多数発生しま

した。定期報告の対象となるエレベーターについては、閉じ込め防止や故障・

損傷防止対策等として、建築物の管理者等による定期的な検査の結果報告を

受け、適切な維持管理を促します。 

 

（６）通電火災防止策（感震ブレーカーの普及啓発） 

・ 阪神・淡路大震災や東日本大震災等における建物火災の約6割が、通電火災に

よるものとされています。通電火災を防ぐため、避難時にブレーカーを落と

すなどの重要性を周知するとともに、感震ブレーカーの普及啓発に努めます。 

 

（７）地震による家具転倒等の防止 

・ 室内で家具等による被害の発生を防ぐ観点から、家具の転倒防止の重要性と

防止器具など普及啓発を進めます。 

 

（８）空家等対策の推進 

・ 空家等の発生を抑制するためには、空家になる前の段階から、住宅の改修や

維持・管理など行うことが重要です。特に、耐震性が不足していることによ

り、利活用が困難なケースがあります。住宅の耐震化を進め、利活用がしや

すい住環境を整えることで、空家の発生抑制を促していきます。 

・ 管理不全な空家等への対応として、空家等の所有者の自発的な除却を促す必

要があります。老朽危険空家を対象とした除却費用助成を実施し、管理不全

な空家等への対策を進めます。 
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資料編 

資料編 

１ 耐震診断及び耐震改修への支援状況 

■木造住宅の耐震化助成実績                        （件） 

事 業 名 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 
計 

１ 耐震診断（①＋②） 365 199 218 174 161 1,117 

 ① 簡易診断 232 122 129 104 102 689  

 ② 精密診断助成 

（ｱ＋ｲ） 
133 77 89 70 59 428  

  ア精密診断助成(区） 83 46 54 42 35  260  

  イ特定精密診断助成 50 31 35 28 24  168  

２ 耐震改修助成 61 69 58 75 43 306 

 

■非木造の建築物の耐震化助成実績                     （件） 

事 業 名 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 
計 

１ アドバイザー派遣 35 27 15 21 12 110 

２ 耐震診断（①＋②） 21 14 7 9 14 65 

 ① 簡易診断 10 10 3 4 10 37  

 ② 精密診断助成 11 4 4 5 4 28  

３ 耐震改修助成 4 2 3 1 1 11 

 

■特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成実績               （件） 

事 業 名 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 
計 

１ 精密診断助成 13 1 0 0 0 14 

２ 耐震改修助成 18 10 9 10 6 53  

※精密診断助成は、平成 29 年度に終了 
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資料編 

 

■ブロック塀等の安全対策助成実績                    （件） 

事 業 名 
平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 
計 

ブロック塀等の安全対策 14 30 16 60 

 

 

■昭和 56 年 6 月から平成 12 年 5 月までに建てられた木造住宅の耐震化助成実績（件） 

事 業 名 
平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 
計 

１ 耐震診断（①＋②） 73 66 48 187 

 

①簡易診断 55 39 31 125 

②精密診断助成（ｱ＋ｲ） 18 27 17 62 

 
ｱ 精密診断助成(区） 9 12 8 29 

ｲ 特定精密診断助成 9 15 9 33 

２ 耐震改修助成 3 21 8 32 
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